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加藤慎平が初出場初優勝　グランプリ05
平成17年の競輪王座を決めるビッグレース「KEIRINグラ
ンプリ05」（GP）は12月30日、神奈川・平塚競輪場で選び抜
かれた9選手が出場して行われ、初出場の加藤慎平（岐阜）
がゴール前の混戦を抜け出して初優勝した。加藤は賞金1億
円（副賞含む）を獲得し、初の賞金王にも輝いた。2着は後
閑信一（群馬）、3着は武田豊樹（茨城）だった。

山崎芳仁、ヤンググランプリＶ
ヤンググランプリ05（GⅡ）は12月29日、平塚競輪2日目第
12レースで87～89期の若手ベスト9選手によって争われ、山
崎芳仁（福島）が豪快にまくり切って優勝し、賞金410万円
（副賞含む）を獲得した。2着に平原康多（埼玉）、3着には五
十嵐力（神奈川）が入った。

2選手が年間取得賞金1億円を達成
2005年（1～12月）の競輪選手賞金取得状況が1月4日発
表された。1億円以上の達成者はグランプリを初制覇した
加藤慎平（岐阜）と鈴木誠（千葉）の2人。続いて佐藤慎
太郎（福島）、小嶋敬二（石川）、後閑信一（群馬）、神山
雄一郎（栃木）、武田豊樹（茨城）、伏見俊昭（福島）、岡
部芳幸（福島）、小野俊之（大分）がベスト10に入った。

競輪学校入試制度見直しへ　日自振が発表
日本自転車振興会は1月17日、下重暁子会長による「記
者発表・懇談会」を開催。主な発表内容は▽日本競輪学
校入試制度等の見直し▽エキシビションレース（ネクス
ト・ジェネレーションレース）の実施▽全国盲導犬総合
育成訓練センター（仮称）への補助事業について―など。

「サテライト阪神」開設
近畿地区初の競輪場外車券売場「サテライト阪神」

（兵庫県三木市吉川町）が3月4日オープンする。観音寺
競輪場のレースのほか特別競輪、記念競輪など全国の競
輪場の車券を発売する。年間約300日の発売日数を予定
し、一日平均で1､150人の入場者と2､000万円の売り上げ
をそれぞれ見込んでいる。

２　月　の　競　輪　開　催　日　程

今月のトピックス

函　館 休止（場外発売を除く）
青　森 休止（場外発売を除く）
いわき平 休止（場外発売を除く）
弥　彦 休止（場外発売を除く）
前　橋（17～19）〔�27～3/1〕
取　手（4～6）（13～15）
宇都宮（4～6）〔14～16〕〔27～3/1〕
大　宮〔4～6〕（14～16）
西武園 （7～9）（17～19）（22～24）（28～3/2）
京王閣（6～8）〔27～3/1〕
立　川〔3～5〕〔14～16〕
松　戸（17～19）（27～3/1）
千　葉〔4～6〕（13～15）
花月園〔3～5〕（17～19）
川　崎 休止（場外発売を除く）
平　塚（2～4）〔27～3/1〕

小田原〔5～7〕〔14～16〕
伊　東（3～5）（23～26）（28～3/2）
静　岡（9～12）
豊　橋（4～6）〔15～17〕
一　宮（9～11）〔22～24〕
名古屋（12～14）〔27～3/1〕
岐　阜（6～8）
大　垣〔3～5〕〔15～17〕
松　阪（6～8）
四日市（3～5）（14～16）（27～3/1）
富　山 休止（場外発売を除く）
福　井 休止（場外発売を除く）
大　津（22～24）
奈　良（18～21）
向日町（3～5）〔14～16〕〔27～3/1〕
和歌山〔2～4〕（13～15）

岸和田〔5～7〕（27～3/1）
玉　野（13～15）
広　島（6～8）
防　府〔3～5〕（15～17）（27～3/1）
高　松〔4～6〕（14～16）〔27～3/1〕
観音寺〔14～16〕〔27～3/1〕
小松島 休止（場外発売を除く）
高　知（4～6）（16～18）
松　山（4～6）〔13～15〕（27～3/1）
小　倉〔ナ7～9〕〔ナ15～17〕
別　府 休止（場外発売を除く）
武　雄〔4～6〕（27～3/1）
佐世保 〔15～17〕（22～24）
久留米（15～17）（27～3/1）
熊　本 休止（場外発売を除く）

（注）１. 太字はGⅠⅠ、GⅢを表す。（太字の〔 〕はＦⅠを表す）
２. �印は愛知万博記念競輪を表す。
３. 太字のナはナイター競輪を表す。

グランプリ05に初優勝し、小嶋敬二選手（左）の祝福
を受ける加藤慎平選手

◇KEIRINグランプリ05（GP）成績◇
＝12月30日平塚12R・先頭固定競走2825m＝

着
順
枠
番

車
番

登
録 上がり着差年

令選手名

１ � � 加藤　慎平 27 岐阜 11秒7
２ � � 後閑　信一 35 群馬 1/8輪
３ � � 武田　豊樹 31 茨城 1/2身
４ � � 村本　大輔 30 静岡 1/2身
５ � � 伏見　俊昭 29 福島 1/2輪
６ � � 神山雄一郎 37 栃木 3/4身
７ � � 小嶋　敬二 36 石川 4身
８ � � 鈴木　　誠 40 千葉 2身
棄 � � 佐藤慎太郎 29 福島 落車棄権

▽決め手＝差し ▽2枠複�－� 4,480円
▽2車単�－� 10,840円
▽3連単��� 145,740円 345
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（写真は共同通信社提供）

平成18年の新春を御壮健でお迎えのことと存じます。謹

んでお慶びを申し上げます。

昨年の秋、小泉総理から経済産業大臣の重責を命ぜられ

ました。各方面へごあいさつに伺うこともできないまま、

就任の直後からＷＴＯ交渉やＡＰＥＣ閣僚会合等の数々の

国際交渉の場に臨みました。国内問題では、政府系金融改

革や三位一体改革等の重要課題に直面しました。関係者の

御協力をいただき、何れも積極的に「改革」に貢献してま

いりました。本年も、国内外に山積した数多くの課題に全

力で取り組み、国民の皆さまから、特に中小企業の皆さま

からもやって良かったと評価していただけるような真の意

味の改革、「改革続行内閣」の名にふさわしい改革に向けて、

引き続き努めてまいります。

さて、現在我が国の景気は緩やかに回復しつつあり、デ

フレ脱却の傾向にあります。ただ、企業規模において、地

域において、依然としてばらつきがあることも事実であり

ます。

また、中長期的には、少子高齢化と人口減少社会の到来、

グローバル化と国際競争の激化、エネルギー・環境制約の

高まり等、我が国経済を取り巻く環境が大きく変化しつつ

あります。さらに、政府としても歳出・歳入一体改革が待

ったなしの課題となっております。これらの構造的変化に

伴う諸課題にチャレンジしていくためには、我が国経済の

活性化による「国富の拡大」が不可欠であり、このことこ

そ経済産業省に課せられた使命であります。平成18年とい

う年をそのための飛躍の年にしてまいります。具体的には、

以下に述べる経済産業政策を国民の皆さまの理解と協力の

もとに断固たる決意で推し進めていくことが重要でありま

す。

まず、「モノ作り産業」から「サービス産業」に至るまで

の各分野において、我が国産業の競争力を強化していくこ

とが必須です。そのために、国際競争力の強化と地域経済

の活性化を二つの柱とした「新成長戦略」を早急にとりま

とめます。また、我が国の強みの源泉である基盤技術を担

う高度部材・基盤産業の支援とともに、研究開発、人材育

成の支援等に積極的に取り組みます。特に、我が国の誇る

中小製造業の技術力の一層の強化を図ってまいります。

しかし、何よりも忘れてはならないことは、大企業、中

小企業を問わず、「モノ作り」の現場の技術者の皆さんが我

が国産業の中心的役割を担っていただいていることです。

その誇りを持って、素晴らしい結果が出せるよう一層の奮

起と活躍を期待するものであります。

2004年３月、慶応大学の研究チームが愛称“エリーカ”

という時速370キロの超高速の無公害の電気自動車の開発に

成功されました。関係者の皆さんの感激は言葉で表せない

程のものであっただろうと想像するのであります。

今、この試験車は１台２億円、数年の後、200台を１台

3,000万円で市場に出せるようにしたいと関係者は語ってお

られました。

この見事な研究開発を経済産業省として今後如何なるお

手伝いができるか、他の研究開発分野において、次の新し

い“エリーカ”の誕生のためには、机に座って報告を待っ

ているだけではなく、経済産業省自らが「出前」をお届け

するような気持ちで現場に向かわせていただき、国の産業

政策と現場の要請や期待に歯車がかみ合うよう努めること

も私の仕事の一つであろうと考えています。先頭に立つ決

意であります。

知的創造について申し上げます。知的創造活動を競争力

に直結させることが重要であります。知的資産を活用した

経営の促進や、さらに民間の力も活用して特許審査の迅速

化、模倣品の激減対策、デザイン保護といった知的財産保

護を進めてまいります。

また、企業規模や地域にばらつきのある今日の我が国経

済を一段と活性化させるためには中小企業政策・地域の経

済産業政策が極めて重要です。

まず、中小企業については、積極的な事業展開、競争力

強化を支援していくとともに、原油高やアスベスト問題へ

の対応を着実に進めてまいります。また、三位一体改革が

進んでいく中、地域経済が自立していくためには、地域産

業が国際競争力を持つようになることが重要です。それぞ

れの地域の創意工夫の下で、地域ブランドや観光資源等の

地域の持つ伝統、歴史、文化等の固有の資源を、再活用す

る取り組みを力強く支援するとともに、引き続き産業クラ

スター計画の推進や対日直接投資の促進に努めてまいりま

す。また、都市の郊外化と中心市街地の衰退に対応して、

コンパクトでにぎわいあふれるまちづくりを実現するため、

中心市街地の活性化支援を強化します。

次に、グローバル化の進展は、世界的規模での競争激化

を促しています。

そのような中、国境を超えた企業再編や経営資源の最適

配置を促すためには、国内産業及び各国のニーズを踏まえ

た上で、通商政策や経済協力の戦略的な活用を通じた貿易

投資環境の整備に取り組むことが重要です。特に通商政策

においては、ＷＴＯラウンド交渉と経済連携交渉を車の両

輪とする積極的な対外政策を展開してまいります。関係国

の利害が錯綜するＷＴＯ交渉では、「鉱工業品関税」、「農業」、

謹　賀　新　年
年 頭 所 感

平成18年　元旦

経済産業大臣　二階　俊博
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「サービス」、「ルール」、「開発」の主要５分野につき、世界

の中の日本、広い意味での国益を念頭に、バランスのとれ

た成果を目指します。一方、ＷＴＯ交渉と比較して投資・

サービスの規制緩和や人的交流の拡大等幅広い分野につき

柔軟に対応できる経済連携交渉も、通商政策を戦略的に進

める上で有効活用してまいります。特に、歴史的・文化的

関わりや経済的な相互依存の関係が深く、今後も著しい経

済発展が見込まれる東アジアを中心として、昨年大筋合意

したタイ、署名に至ったマレーシアに続き、ＡＳＥＡＮ諸

国等との経済連携を先の日・ＡＳＥＡＮ閣僚会議における

ＡＳＥＡＮ各国との私の約束通り積極的に推進してまいり

ます。

エネルギー資源の大半を海外に依存する我が国にとって、

その安定供給は最重要課題です。昨年は、自然災害などの

事情も加わり世界的原油高に見舞われ、我が国としても石

油備蓄の放出等で対応してまいりました。近年の原油価格

高騰の根底にあるのは、アジアの需要増大等エネルギー市

場における構造的な要因です。これに対応するため、エネ

ルギー安全保障を重要な基点としつつ、中長期的な視点か

ら、エネルギー戦略の見直しを積極的に進めてまいります。

まずは、我が国が得意とする省エネルギーを推進してま

いります。次に、安全の確保を大前提とした原子力発電や

核燃料サイクルの着実な推進、新エネルギーのさらなる導

入促進等により、供給源の多様化を図ります。また、ロシ

アやイラク等戦略的地域での自主開発の推進、東シナ海で

の資源権益の保全等、エネルギーの安定供給の確保に努め

てまいります。特に東シナ海に関しては、同地を対立、緊

張の海にするのではなく協力の海とするため、粘り強い交

渉を行ってまいります。同時に、産油・産ガス国との友好

関係を大いに深め、いざという時には相手国の大臣に電話

一本でも話ができるようなホットラインならぬハートライ

ンの関係の構築に平時から努めます。さらには、中国、イ

ンドを始めとしたアジア諸国との緊密かつ友好的な関係を

築きつつ、世界最高水準にある我が国のエネルギー・環境

分野の技術やノウハウ等も活用しながら、アジア全体、さ

らには世界全体での問題解決に積極的に貢献してまいりま

す。

また、経済活性化やエネルギー政策と両立させつつ、地

球温暖化問題や循環型社会の構築といった人類共通の課題

に産業界の皆さんや地方の皆さんとともに、国を挙げてチ

ャレンジしていくことこそ、我が国に課せられた重要な責

務であると考えます。具体的には、京都議定書の目標達成

のため、京都メカニズムの本格活用等の施策を着実に国民

運動的に推進するとともに、次期枠組みに関する国際的な

議論に率先して積極的に参加してまいります。また、容器

包装のさらなる排出抑制と資源の有効利用を図るための制

度の見直し等を進めてまいります。

私は経済産業行政を担当する閣僚として、こうした諸課

題の解決のために、我が国経済の活性化に懸命に努め、国

家の経済力の増大と国民生活の向上のために前進する決意

であります。年頭に当り、私および我が省の決意の一端を

申し上げ、皆さまの一層の御理解と御支援を賜りますよう

お願い申し上げます。皆さまの御多幸と御健康を心から祈

念いたしまして、新年のごあいさつといたします。

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

平素より皆様には競輪事業へのご支援、ご協力を賜り心

よりお礼申し上げます。

日本自転車振興会の会長として、初めての新年を迎える

こととなりました。

会長就任前には、経済産業省の産業構造審議会車両競技

分科会や日本自転車振興会の運営委員会の委員として、競

輪にも携わってまいりましたが、就任してからこの6ヶ月間

の間に、現在の競輪界が抱えている課題や問題について、

施行者の皆様をはじめ関係各方面の方々のご意見やお考え

を拝聴する機会を得ました。

また、これまで競輪になじみのなかった有識者の方々を

競輪場にお招きし、競輪の持つ魅力に接していただき、競

輪に対するご意見や、ご批判も伺ってまいりました。

本年も、これまで伺ったご意見等を生かしながら新たな

る改善、改革に向かって進んでいきたいと考えております。

競輪は、オリンピックの自転車競技種目にもあるように

スポーツ性を持った他の公営競技にはない魅力を持ってい

ます。この魅力ある競輪を、現在のお客様はもとより、競

輪をご存知でないもっと多くの方々にごらん頂く努力が大

切なことだと考えます。

競輪の使命である収益金が広く社会に役立っていただく

ための、機械工業の振興や公益事業に対する補助金の使途

につきましては、その透明性はもちろんのこと、皆様の身

近で補助金がお役に立っているということを分かりやすく

伝えられるよう努力をしていきたいと思います。

平成18年の改革の一つとして、現在行われているインタ

ーネット利用をより簡潔、便利にした、インターネット利

用の改革が4月から実施される予定です。

競輪界もこういった社会の変革に対して常に目を向けて

いき、ハード、ソフトの両面でお客様の立場に立ったサー

ビスを行うことが大切だと思います。

本年もお客様から親しみをもって楽しんでいただける競

輪となるよう関係者が一丸となって努力をしてまいります。

皆様方のこれまでと変わらぬご支援、ご協力を賜ります

ようお願いするとともに、本年も皆様にとりまして良き年

でありますよう心から祈念いたしまして、新年のご挨拶と

させていただきます。

■平成17・11・30製第5号

平成17年12月5日

日本自転車振興会　会長　下重　暁子　殿

経済産業大臣　二階　俊博

「特別競輪等で使用する先頭誘導選手の自転車に関する
競走車安全基準の特例に関する基準」の制定に関する認可
について
平成17年11月25日付け17日振企第9号をもって申請のあり

ました上記の件については、自転車競技法第12条の18第１

項の規定に基づき、認可します。

■17日振企第９号

平成1７年11月25日

経済産業大臣　二階　俊博　　殿

日本自転車振興会　会長　　下重　暁子

「特別競輪等で使用する先頭誘導選手の自転車に関する競走
車安全基準の特例に関する基準」の制定に関する認可申請
について
標記について、別添の内容により制定いたしたいので、

自転車競技法第12条の18第１項の規定に基づき、関係書類

添付の上、認可申請いたします。

「特別競輪等で使用する先頭誘導選手の自転車に関する競走
車安全基準の特例に関する基準」の制定について

特別競輪等は脚力、技量、共に競輪界最高の選手が出場

する競輪事業の根幹をなす開催であり、ファンからの支持

も高い開催である。更に、平成17年度第2回政策決定会議

（平成17年10月5日）においても「競輪のエンターテイメン

ト化」事業が重要施策として位置付けられた。よって、フ

ァンへの興趣を高める競技演出の実施について見直した結

果、下記基準を制定することとした。

１．「特別競輪等で使用する先頭誘導選手の自転車に関する

新 年 の ご 挨 拶
年 頭 所 感

平成18年　元旦
日本自転車振興会
会長　下重　暁子

認　可
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競走車安全基準の特例に関する基準」の制定の趣旨
2004年のアテネ・オリンピックにおいて競輪選手３名が

チームスプリント競技で銀メダルを獲得したことを契機に、

自転車競技である競輪を一般に広めるため、更に啓発、普

及を行う。

そこで、競輪の国際性、スポーツ性をアピールする競技

演出の一環として、GP・GI・GIIでの先頭誘導選手が使用

する自転車について、オリンピック、世界選手権等で用い

られている自転車（モノコックフレーム）及び車輪（エア

ロダイナミックホイール）の使用を認めるため、「競走車安

全基準」の特例基準を制定するものである。

２．制定の内容
別添「特別競輪等で使用する先頭誘導選手の自転車に関

する競走車安全基準の特例に関する基準」のとおり。

３．施行年月日
平成17年12月５日から施行する。

「特別競輪等で使用する先頭誘導選手の自転車に関する競走
車安全基準の特例に関する基準」

日本自転車振興会は、自転車競技法第12条の18第2項、自

転車競技法施行規則第39条、競輪審判員、選手および自転

車登録規則第28条及び競輪に関する業務の方法に関する規

程第106条の2に基づき、競輪グランプリ、ヤンググランプ

リ、競輪祭朝日新聞社杯争奪競輪王決定戦、日本選手権競

輪、高松宮記念杯競輪、 仁親王牌・世界選手権記念トー

ナメント、オールスター競輪、読売新聞社杯全日本選抜競

輪、東西王座戦、ふるさとダービー、サマーナイトフェス

ティバル及び共同通信社杯（以下「特別競輪等」という。）

で使用する先頭誘導選手（以下「先頭員」という。）の自転

車に関する競走車安全基準の特例に関する基準をここに定

める。

（目的）

１ この基準は、特別競輪等においてのみ使用する先頭員

の自転車の登録に係る競走車安全基準の特例を定めるこ

とを目的とする。

（基準の適用）

２ 特別競輪等においてのみ使用する先頭員の自転車の登

録に係る競走車安全基準適合認定に関しては、競走車安

全基準（平成12年12月19日平成12・12・18機第18号認可）

によるほか、次の各号によるものとする。

（構造及び組立に関する特例）

(1) 競走車安全基準４「構造及び組立」に掲げる４－８

「車輪は、36本以上のスポークによりあや組みされ、か

つ、タイヤの外径が675ミリメートルのものでなければ

ならない。」とあるのは、エアロダイナミックホイール

の場合、「車輪は、タイヤの外径が675ミリメートルのも

、寛 

のでなければならない。」とする。

（強度に関する特例）

(2) 競走車安全基準５「強度」に掲げる５－４中「フレー

ムを図2のように後車軸部を支持し、前車軸部は前後方

向の変異を自由に許すようにローラを取り付け、サド

ル部に5000Nの荷重を静かに加えて30秒間放置の後、荷

重を取り除いたとき、前車軸部の永久ひずみは、2mm

以下でなければならない。」とあるのは、「競走車を組

み立てた状態であって、ハンガ部に1200Nの静荷重を30

秒間加えたとき、各部に異常があってはならない。」と

する。

附　則

この基準は、平成17年12月5日から施行する。

選 手

住居表示変更（2名） 適用日　平成17年12月21日

登録番号 氏　　名 登録番号 氏　　名

13517 関　　博之 14092 山出　裕幸

登録事項の変更
（17日振登第3号の39 平成17年12月22日）

県内移動（7名） 適用日　平成17年12月21日

登録番号 氏　　名 登録番号 氏　　名

10894 細川　貴雄 11399 片山　眞二

11588 布施　義憲 13644 馬場　勇策

13882 新村　　真 13919 森田　達也

13922 河野　通孝

同
（17日振登第3号の40 平成18年1月6日）

県内移動（3名） 適用日　平成18年1月4日

登録番号 氏　　名 登録番号 氏　　名

12533 澤田　義和 13130 肥後　勇志

13615 山口　貴弘

同
（17日振登第3号の41 平成18年1月13日）

県内移動（1名） 適用日　平成18年1月11日

登録番号 氏　　名

12613 藤井　博之

同
（17日振登第3号の42 平成18年1月20日）

県内移動（1名） 適用日　平成18年1月18日

登録番号 氏　　名

13638 村上　卓茂

住居表示変更（1名） 適用日　平成18年1月18日

登録番号 氏　　名

09961 藤本　達也

登録消除
（17日振登第3号の39 平成17年12月22日）

（2名） 登録消除日　平成17年12月20日

福岡 11069 15639 A3 若山　治久

福島 11562 17728 A3 宮川　保司

府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第20条1号

同
（17日振登第3号の40 平成18年1月6日）

（1名） 登録消除日　平成17年12月26日

東京 09271 S2 尾崎　雅彦

府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第20条1号

同
（17日振登第3号の42 平成18年1月20日）

（12名） 登録消除日　平成18年1月12日

岐阜 08936 08449 A3 岡部　和宣

静岡 09133 A3 河井　�美

群馬 09631 17292 A2 武藤　高夫

静岡 09655 14696 A3 松浦　孝行

東京 09852 A3 田谷野隆道

群馬 10061 A3 甲斐　秀幸

府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第20条1号

（注）適用条項は登録規則第20条1号
（1名） 登録消除日　平成17年12月27日

福井 10113 15666 S2 桑野　治行

府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第20条1号

（15名） 登録消除日　平成18年1月13日

秋田 08759 08088 A3 山崎　幸悦

愛知 08800 A1 高橋　美行

栃木 08906 A3 荒井　洋巳

大阪 08970 16528 A3 坂本　照美

東京 09521 16815 A3 横矢　正助

栃木 09743 16874 A3 福田　　健

栃木 09744 A3 戸野�孝彦

長崎 09816 11614 A3 青木　章一

徳島 10227 13373 A3 郡　　義典

神奈川 10837 10731 A2 山下　康裕

栃木 10972 A3 大音　和幸

栃木 11102 A3 齋藤　　等

栃木 11343 A3 杉山　　斎

長崎 11859 15741 A3 最所　敏洋

鹿児島 12255 A3 松井　勝二

府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第20条1号

（8名） 登録消除日　平成18年1月17日

熊本 09480 A3 伊木　博一

北海道 10155 10334 A3 外崎　浩之

熊本 10247 15605 A3 金野　隆行

熊本 10477 17204 A3 中林　辰喜

茨城 11217 A3 川田　一人

青森 11335 11951 A3 奈良　昭芳

静岡 12888 A3 橋本　貴光

静岡 13475 A3 花木　秀之

府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

千葉 10630 14801 A3 加藤岡正孝

埼玉 10736 A1 柴� 勝

福岡 10817 15300 A3 平尾　信数

愛知 10890 A3 近藤　賢治

千葉 11250 14805 A3 原田　秀樹

愛知 12012 A3 松本　昭洋
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静岡 15212 11558 鈴木太生雄

〃 12839 11900 井草　正行

〃 15858 12366 齊藤　昭仁

〃 15216 12588 岩間　正晃

〃 15217 12658 金子　隆一

〃 14503 12662 西川　浩次

〃 15218 12666 増田　吉康

〃 15860 12667 森木　健二

〃 17259 12738 渡�　一洋

〃 15219 12825 鈴木　克巳

〃 14505 12890 山� 道

〃 15220 13033 川端　大輔

〃 17260 13035 瀧口　貴嗣

〃 15863 13036 深澤　伸介

〃 15864 13113 中　信一路

〃 15865 13115 望月　永悟

〃 16434 13326 齋藤　光洋

〃 16435 13423 増田　利明

〃 16438 13712 花木　克之

愛知 12841 10310 井戸　嘉幸

〃 17262 11907 島野　浩司

岐阜 10812 10540 大島　昭二

〃 10814 10542 野村　　達

〃 10815 10543 山田　寿人

〃 11480 11029 馬場　友次

〃 13962 12596 志智　俊夫

〃 13963 12597 塚本　貴雄

〃 15870 13196 竹田　和幸

三重 16439 09431 萩原　　誠

〃 10276 10203 平田　雅己

〃 11484 11167 城山　基克

〃 13432 11271 山崎　吉晴

〃 12843 11913 藤本　辰次

石川 13965 12679 坂上　忠克

〃 13967 12681 辻　　　力

滋賀 17263 13872 長尾　博幸

奈良 15223 12224 山本　　淳

和歌山 16441 12746 南部健次郎

大阪 10818 10117 �野　健二

〃 15872 12979 秋山　智幸

岡山 12845 10008 峰重　龍一

〃 16442 10674 泉　　和男

〃 16443 11171 齊藤　利治

岡山 16444 11834 平田　直樹

〃 16445 11934 串田　晴男

〃 17264 12907 小畑　大臣

〃 16446 13291 三宅　達也

広島 15877 11303 宇都宮　聡

〃 16452 13648 佐々木辰彦

〃 16453 13649 菅原　啓二

〃 16454 13650 �本　哲郎

山口 11488 11181 鈴木　啓一

〃 11489 11182 清木　聖司

〃 13436 12470 松本　篤浩

高知 11495 10931 橋本　忠延

愛媛 10825 10690 本山　　実

〃 17265 12313 北田　昭志

福岡 15226 13223 木谷　　凉

〃 15227 13224 西村　将己

〃 17266 13807 尾籠　久則

熊本 16457 10703 西　　隆宏

〃 16458 11079 宮本　博文

〃 13981 11553 塚本　成己

認定抹消（26名） 抹消年月日　平成18年1月1日

府県 認定番号 登録番号 氏　　名

宮城 17243 09834 植村　直人

〃 13949 10376 早坂　　悟

〃 17244 10592 相原　健樹

福島 15836 09947 大沼　秀樹

〃 15838 11214 小室　道

茨城 17245 12163 小池　克己

栃木 14498 12639 古谷　幸樹

〃 16429 12717 伊藤　一貴

〃 15845 12720 鱒渕　佳克

〃 17247 12795 黒田　　充

〃 15848 13399 塚本　勝士

群馬 10791 10060 飯野　幸弘

〃 17250 11871 須田　一也

埼玉 17251 12421 小沼　　良

東京 17252 10070 一村　好伸

静岡 08894 09133 河井　�美

〃 09553 09294 渡邊　　節

〃 16436 13475 花木　秀之

愛知 15868 08800 高橋　美行

三重 11481 11030 地場　正樹

（5名） 登録更新日　平成18年1月1日

登録更新
（17日振登第3号の40 平成18年1月6日）

地区 府県 登録番号 氏　名

北日本 宮城 08226 小松　光治

関東 埼玉 08246 今井　和雄

中国 岡山 07775 近藤　敏郎

九州 佐賀 08304 西村　康博

宮崎 08245 古江　健一

出場あっせん停止
「競輪に関する業務の方法に関する規程」に基づき、

下記のとおり決定しました。

（17日振公正第34号　平成17年12月28日）

登録
府県

徳島 14107 和田　幸大 平成18年1月1日～
平成18年1月31日

業務規程
第127条
第1項
第11号

登録
番号 氏　　名 停止期間 適用条項

（2名）

大分 13519 大塚健一郎 平成18年1月1日～
平成18年2月28日

業務規程
第127条
第1項
第11号
第127条
第2項

先頭誘導選手の認定・認定更新・認定抹消
（17日振登第3号の40 平成18年1月6日）

認定（13名） 認定年月日　平成18年1月1日

府県 認定番号 登録番号 氏　　名

茨城 17904 12161 倉持　　聡

静岡 17905 11615 鈴木　浩之

〃 17906 12736 松江　健一

愛知 17907 09487 加藤　高理

滋賀 17908 11518 渡辺　一貴

〃 17915 13338 加藤　明久

〃 17916 13975 土田　仁志

岡山 17909 12611 藤原　富雄

〃 17910 13646 日浅　保幸

佐賀 17911 09336 岡本　弘喜

熊本 17912 09604 伊木　正明

〃 17913 10830 伊木　隆司

〃 17914 11445 甲斐　羊一

認定更新（104名） 更新年月日　平成18年1月1日

府県 認定番号 登録番号 氏　　名

茨城 12207 10722 鈴木　天従

〃 12212 10969 上方　啓次

〃 12214 10971 宮本　秀人

〃 16428 13390 小堀　　剛

栃木 15839 09082 平石　光弘

〃 15841 10973 北沢　勝弘

〃 15842 11577 小西　　茂

〃 15843 12070 長谷川秀雄

〃 17246 12494 梅村　雅昭

群馬 17248 09375 飯野　隆一

〃 10793 10062 矢島　信弥

〃 10795 10173 神戸　範夫

〃 10796 10175 南雲　茂義

〃 10797 10176 茂木　清治

〃 10799 10276 鈴木　一正

〃 13951 10392 福島　猛寿

〃 13952 11222 青木　政行

〃 13956 11349 平澤　尚登

〃 17249 11578 池田　　巧

東京 15854 08920 戸川　澄夫

〃 15853 10079 廣田　邦靖

〃 12835 10182 長井　賢人

〃 17253 11678 茨木　基成

〃 15852 11790 廣川　貞治

〃 17254 12577 鈴木　淳也

〃 17255 12869 吉野　将司

静岡 08895 09134 藤田　朝弘

〃 17256 09987 三上　金弥

〃 10807 10094 星　　雅夫

〃 17257 10423 加藤　浩利

〃 10810 10433 渡辺　　孝

〃 10811 10525 田中　八郎

〃 17258 10638 土屋　貞光

〃 15211 10880 長島　　実

〃 11473 10881 吉田　匡宏

〃 11474 11013 伊藤　勝也

〃 11475 11018 柴田　　浩

〃 11476 11019 高橋　洋之

〃 12220 11024 渡� 秀樹

〃 12221 11025 渡邉　浩信

〃 12837 11262 金川　光浩
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あっせん
平成18年1月競輪出場あっせん状況

1. 開催状況（1月あっせん対象節数）
G I １競輪場 １節

（小倉）
G III ３競輪場 ３節

（大宮、和歌山、高松）
F I 28競輪場 33節

（前橋、取手、大宮、西武園、京
王閣、立川、松戸、花月園、平塚、
伊東、静岡、名古屋、岐阜、大垣、
豊橋、松阪、大津、奈良、岸和田、
広島、玉野、観音寺、松山、高知、
小倉、武雄、佐世保、久留米）

F II 31競輪場 45節
内　施設改善競輪　１節

2. 選手あっせん依頼数（あっせん回数に算入しない部
分の依頼数を除く）
S 級 1,899人
A 級 5,823人
合 計 7,722人

3. 級別選手１人あたり平均あっせん回数
Ｓ　級 2.24回
A 級 2.06回

4. あっせん選手の交流について
実働選手に対するあっせん依頼数の比率は、Ｓ級について
は関東・近畿・四国・九州地区が高く、A級については南関
東・中部・近畿・中国・四国地区が高かった。
このため、あっせん回数の均等のほか、欠場時の対応等も
勘案のうえ、あっせん選手の交流を行った。

開催状況
G I 小倉 （１節）
G III 大宮、和歌山、高松 （３節）
F I 前橋、取手、大宮、西武園、京王閣、立

川、松戸、花月園、平塚、伊東、静岡、
名古屋、岐阜、大垣、豊橋、松阪、大津、
奈良、岸和田、広島、玉野、観音寺、松
山、高知、小倉、武雄、佐世保、久留米
（33節）

F II 31競輪場 （45節）
内　施設改善競輪　１節

合計82節

平成18年1月開催出場あっせん概況表
平成17年12月16日

Ｓ級 A級 合　計

総 人 員 862 2,869 3,731

非 実 働 人 員 16 47 63

実 働 人 員 846 2,822 3,668

0回 16 47 63

1回 0 2 2

2回 639 2,639 3,278

3回 207 181 388

あっせん総数 1,899 5,823 7,722

一人当たり平均 2.24 2.06 2.10

区分 級班

回
数
別
人
員

あ
っ
せ
ん

平成18年1月開催競輪選手需給状況表
平成17年12月16日

S 級

依頼数 依頼数実働数 実働数
依頼数

実働数

A 級

北日本 0 81 0.00 0 290 0.00

関　東 459 155 2.96 792 657 1.21

南関東 270 141 1.91 1,224 446 2.74

中　部 234 112 2.09 1,341 259 5.18

近　畿 279 106 2.63 756 320 2.36

中　国 90 71 1.27 468 218 2.15

四　国 234 63 3.71 522 206 2.53

九　州 333 117 2.85 720 426 1.69

全国計 1,899 846 2.24 5,823 2,822 2.06

一人当たり平均
あっせん回数

2.24回 2.06回

依頼数

実働数

備考　本表は、地区間の選手交流計画に資するため、各地区のあっせん需要数と実働選手数の対比を示したものである。

三重 12227 11514 長島　成樹

岡山 16449 13735 井上　　剛

熊本 15878 07912 瀬口孝一郎

〃 17267 11076 河田　和広

〃 17268 12058 中塚　記生

沖縄 15881 12056 椎屋　光浩

先頭誘導選手の認定取消
（17日振登第3号の40 平成18年1月6日）

（1名）＝あっせん停止

11825 谷川　直宏 奈良 12657 平成18年1月1日
平成19年
1月1日

登録
番号 府県選手名 認定

番号
認　定
取消日

再認定
可能日
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車 券 売 上 状 況
（12月分）

競輪場名
車券売上額（円） 年 度 累 計 （4月～12月）

合　　計 場　　外 電話投票
利用者数
（人）

開催
日数

利用者1人
平均購買額 車券売上額 場　　外 利用者数

開催
日数

函　館 0 0 0 0 0 0 14,450,694,600 10,448,846,900 1,254,214 73

青　森 0 0 0 0 0 0 20,444,529,300 16,122,627,100 1,389,633 70

平 0 0 0 0 0 0 14,384,839,200 10,233,932,300 1,029,885 58

弥　彦 0 0 0 0 0 0 18,074,921,700 14,403,566,700 1,278,458 70

前　橋 782,706,400 305,714,600 107,887,200 70,227 6 11,145 15,337,903,000 10,482,239,700 1,196,352 52

取　手 937,321,900 268,892,700 142,219,200 70,860 7 13,228 16,306,382,900 10,013,613,000 1,166,934 52

宇都宮 442,695,200 0 49,404,400 29,575 6 14,969 16,817,140,200 10,893,280,400 1,194,729 52

大　宮 652,762,100 0 114,864,100 50,077 6 13,035 6,812,167,000 622,075,200 512,754 51

西武園 747,796,500 178,384,400 122,495,100 69,929 5 10,694 15,613,874,400 8,733,842,100 1,166,794 49

京王閣 813,463,600 128,466,800 180,464,600 71,000 6 11,457 19,303,153,000 10,746,528,000 1,533,335 52

立　川 1,718,689,700 803,453,500 275,427,600 143,803 4 11,952 12,440,816,100 5,076,052,200 1,001,830 52

松　戸 929,520,900 28,658,300 126,448,000 65,044 6 14,291 20,684,473,000 11,067,227,100 1,560,943 54

千　葉 684,675,300 217,679,500 121,703,600 61,448 6 11,142 13,577,118,900 9,085,847,900 1,011,560 52

花月園 976,621,300 267,344,400 180,606,800 88,987 6 10,975 17,348,912,600 10,151,107,100 1,373,522 55

川　崎 1,801,926,100 775,765,900 283,694,500 162,054 8 11,119 28,352,418,700 15,318,588,500 2,208,248 69

平　塚 15,703,982,700 11,923,270,900 2,265,286,200 850,052 6 18,474 39,459,899,800 25,334,800,700 2,412,277 58

小田原 618,202,400 0 109,334,500 39,517 6 15,644 14,656,475,500 7,752,250,200 1,026,416 52

伊　東 827,578,400 379,418,700 135,472,700 61,737 6 13,405 4,614,734,100 1,649,164,400 379,129 48

静　岡 934,109,200 31,295,400 150,558,800 70,158 6 13,314 8,142,278,700 823,453,600 632,409 54

一　宮 768,311,900 47,912,900 154,355,000 59,645 7 12,881 11,655,489,100 5,167,077,600 907,681 50

名古屋 1,794,351,800 522,163,800 282,624,900 124,243 11 14,442 25,093,014,900 16,923,229,500 1,517,103 51

岐　阜 6,551,838,400 5,350,383,400 787,248,400 472,755 4 13,859 11,988,362,500 5,527,452,700 837,141 55

大　垣 391,505,300 137,955,200 101,211,100 35,861 3 10,917 11,962,257,600 6,306,177,100 938,211 55

豊　橋 370,618,200 0 131,303,700 37,440 7 9,899 14,649,188,600 10,946,317,900 957,485 53

富　山 172,813,700 0 12,367,100 8,860 3 19,505 15,700,514,800 9,530,315,300 1,065,530 73

松　阪 168,617,700 85,941,700 16,292,000 13,204 3 12,770 10,768,403,900 8,535,577,600 856,249 46

四日市 425,370,700 115,792,800 59,622,400 32,522 9 13,079 12,004,211,000 7,652,649,100 922,347 49

福　井 59,316,100 0 6,289,200 4,676 3 12,685 12,226,249,700 8,854,625,400 931,054 64

大　津 482,461,000 116,435,400 136,242,300 42,923 6 11,240 19,068,589,200 12,965,259,300 1,228,307 52

奈　良 450,531,300 0 84,447,600 36,656 9 12,291 5,177,487,700 1,355,156,200 465,057 57

向日町 1,378,063,700 612,050,500 233,342,200 171,974 8 8,013 13,975,895,600 8,568,922,400 1,110,332 52

和歌山 216,964,200 0 39,751,200 19,358 6 11,208 4,987,188,100 2,160,484,700 476,522 54

岸和田 16,218,788,300 13,136,205,300 2,044,736,400 908,198 5 17,858 23,821,106,400 15,768,257,100 1,574,513 56

玉　野 91,991,700 30,131,700 4,528,400 6,521 3 14,107 3,069,072,100 1,411,322,700 277,110 51

広　島 10,675,410,700 8,998,185,400 1,099,849,800 657,567 11 16,235 13,740,365,300 9,983,912,300 910,720 53

防　府 256,757,900 35,822,300 70,503,700 36,347 11 7,064 10,403,158,700 8,379,910,200 840,856 52

高　松 366,866,800 93,801,100 100,792,700 31,938 4 11,487 4,250,691,300 1,838,569,900 335,134 48

観音寺 114,137,100 12,313,900 15,185,000 11,492 5 9,932 8,473,605,400 6,426,802,500 752,583 52

小松島 279,284,200 110,024,400 64,595,400 25,003 6 11,170 11,511,495,300 9,116,652,500 893,954 61

高　知 341,430,600 85,925,000 76,504,100 29,570 6 11,547 12,429,877,100 9,292,075,300 891,389 55

松　山 331,455,700 116,437,700 63,487,200 31,222 4 10,616 18,376,901,000 14,297,983,700 1,139,592 49

小　倉 1,469,334,200 335,129,700 784,826,800 153,840 9 9,551 6,891,993,000 1,787,941,300 714,422 48

久留米 125,276,600 30,349,700 11,113,000 12,990 3 9,644 12,851,307,600 9,444,094,100 1,012,434 52

武　雄 202,627,700 122,122,300 13,669,500 24,227 4 8,364 16,620,702,900 13,773,067,400 1,127,611 52

佐世保 8,636,500,400 7,574,190,600 857,008,900 561,275 7 15,387 10,724,773,000 8,562,701,400 716,178 52

別　府 0 0 0 0 0 0 12,185,529,100 9,492,644,600 821,936 40

熊　本 603,920,300 10,298,900 94,057,900 42,781 7 14,117 5,572,065,400 1,454,375,700 371,513 51

合　計 81,516,597,900 52,987,918,800 11,711,823,200 5,497,556 254 14,828 657,002,229,000 414,482,598,600 47,922,386 2,556

平成18年2月競輪出場あっせん計画
1. 開催状況（２月あっせん対象節数）
G II ２競輪場 ２節

（伊東、奈良）
G III １競輪場 １節

（静岡）
F I 25競輪場 33節

（前橋、宇都宮、大宮、京王閣、
立川、千葉、花月園、平塚、小田
原、一宮、名古屋、大垣、豊橋、
向日町、和歌山、岸和田、防府、
玉野、高松、観音寺、松山、小倉、
武雄、佐世保、熊本）
内　愛知万博記念競輪　１節

F II 30競輪場 43節

2. 選手あっせん依頼数（あっせん回数に算入しない部
分の依頼数を除く）
Ｓ　級 1,737人
A 級 5,598人
合　計 7,335人

3. 級別選手１人あたり平均あっせん回数
Ｓ　級 2.03回
A 級 2.01回

4. あっせん選手の交流について
実働選手に対するあっせん依頼数の比率は、S級につ

いては南関東・近畿・四国地区が高く、A級について
は南関東・中部・中国・四国地区が高い。
このため、あっせん回数の均等のほか、欠場時の対

応等も勘案のうえ、あっせん選手の交流を行う。

登録・認定数等
平成18年1月１日

平成18年2月開催競輪選手需給計画表
平成17年12月16日

S 級

依頼数 依頼数実働数 実働数
依頼数

実働数

A 級

北日本 0 79 0.00 0 284 0.00

関　東 270 157 1.72 1,224 645 1.90

南関東 423 141 3.00 900 443 2.03

中　部 225 114 1.97 990 254 3.90

近　畿 279 109 2.56 576 314 1.83

中　国 90 71 1.27 468 214 2.19

四　国 225 63 3.57 720 204 3.53

九　州 225 120 1.88 720 416 1.73

全国計 1,737 854 2.03 5,598 2,774 2.01

一人当たり平均
あっせん回数

2.03回 2.01回

依頼数

実働数

項　目

登録選手数

審 判 員 数

検 車 員 数

先頭誘導
選 手 数

2,819名

3,726名

838名

936名

現在数 摘　　　要

S 級 A級

876名 2,850名

S１　290 A１ 879

S２　586 A２ 877

A３ 1,094

3,726名

備考　本表は、地区間の選手交流計画に資するため、各地区のあっせん需要数と実働選手数の対比を示したものである。
なお、あっせん回数に算入されない競輪は依頼数から除いた。




